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１．総合計画策定にあたって

1964(昭和39)年「田辺町基本計画」に始まり、2006(平成18)
年「第3次京田辺市総合計画」に至るまで、下記8計画を策定

１．本市における総合計画の経緯

① 1964(昭和39)年 「田辺町基本計画」

② 1966(昭和41)年 「田辺町振興計画」

③ 1972(昭和47)年 「田辺町まちづくり構想」

④ 1972(昭和53)年 「田辺町基本計画」

⑤ 1984(昭和59)年 「田辺町総合計画」

⑥ 1996(平成8)年 「第2次京田辺市総合計画」

⑦ 2006(平成18)年 「第3次京田辺市総合計画」

⑧ 2016(平成28)年 「第3次京田辺市総合計画（まちづくりプラン）」

※2011（平成23）年に地方自治法が改正され、基本構想の策定義務がなくなって
いる。 → 京田辺市総合計画条例制定（平成30年3月）
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１．総合計画策定にあたって
２．踏まえるべき社会潮流の変化

・我が国の総人口は2008（平成20）年をピークに減少、特に生産
年齢人口は、1995（平成７）年をピークに減少

・特に、地方の人口減少は顕著で、生活関連サービスの縮小、雇
用機会の減少等が危惧されている
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【人口減少・少子高齢化】

・近年の気候変動に伴い、短時間強雨の発生回数が増加し、大規
模な土砂災害も発生

・2014（平成26）年6月に「国土強靱化基本計画」が閣議決定さ
れ、防災、減災の取組が進められている

【環境変化と災害リスクの高まり】



１．総合計画策定にあたって
２．踏まえるべき社会潮流の変化

・情報通信技術（ICT）の進展により、ロボットや人工知能
（AI）を活用することで生産性の向上や人手不足の解消が期待さ
れる

・一方で、サイバー攻撃の増加・巧妙化や、AIによりなくなる職
業が報じられるなど、普段の日常生活にも脅威となっている
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【情報通信ネットワークの進展】

・2014（平成26）年11月に「まち・ひと・しごと創生法」が成
立、地方創生に向けた様々な取り組みが進められている

・地方創生の大きな柱として、観光が取り上げられている

【地方創生】



１．総合計画策定にあたって
２．踏まえるべき社会潮流の変化

・高度経済成長期に大量の公共施設等が建設され、それらが一斉
に更新時期を迎えることが見込まれている

・2014（平成26）年４月には、各地方公共団体に対し、公共施設
等総合管理計画の策定が国から要請され、公共施設等の今後の
在り方について、検討が進められている
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【公共施設・インフラの老朽化】

・2016（平成28）年６月に「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議
決定され、その中で働き方改革が取り上げられている

・働き方改革実行計画では、女性・若者の人材育成、病気の治療
と仕事の両立、子育て・介護等と仕事の両立等について取り組
みを進めている

【働き方改革】



１．総合計画策定にあたって

京田辺市人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、
2030年に75,406人でピークとなり、その後は緩やかに減少、高
齢化は進展(市独自推計は現在作業中)

３．京田辺市の人口の見通しと配慮すべき事項

・高齢者の増加により、扶助費等の義務的経費が増加
・義務的経費の増加は、政策実施予算の減少等、財政の硬直化に
つながる

・健全な都市経営を行うためには、選択と集中が重要
・目標達成に向けては、社会潮流の変化を踏まえながら、人材や
地域資源などを有効に活用することが必要 6

推計 2015年 2030年 2045年

人口 70,835人 75,406人 73,274人

年少人口の割合 14.9% 13.9% 13.5%

生産年齢人口の割合 62.4% 61.7% 55.7%

老年人口の割合 22.7% 24.5% 30.8%



２．総合計画の策定方針

市政運営の指針である「第３次京田辺市総合計画」に基づき、都
市像「緑豊かで健康な文化田園都市」の実現を目指したまちづく
りを進めているが、「基本構想」が平成32年度、「まちづくり
プラン」が平成31年度にそれぞれ目標年次を迎える

これまで進めてきたまちづくりを継承し、更なる推進と深化を図
るため、市の強みや魅力をより高めるとともに、様々な社会経済
情勢の変化や時代の潮流、直面する課題などに的確に対応した、
新たなまちづくりの指針を策定することが必要

１．総合計画策定の趣旨

平成32年度以降を対象として新たに「次期総合計画」を
策定
まちの将来像を市民と共有しつつ、その実現に向けて、
総合的かつ計画的なまちづくりを推進
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２．総合計画の策定方針
２．計画の構成と期間

基本構想

まちづくりプラン

総合計画
• まちづくりの基本的な理念や施策展開の基本的な方向性、目
標を示す

• 計画期間を12年間とし、中長期的なまちづくりを見据える

• 基本構想の目標の実現に向けて、重要かつ優先的に実施する
施策・事業を示す

• 計画期間を前期、中期、後期、各４年間とし、市長任期と連
動させ、マニフェストを反映した実行性のあるプランとする

年　度 ～Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６ Ｈ３７ Ｈ３８ Ｈ３９ Ｈ４０ Ｈ４１ Ｈ４２ Ｈ４３ Ｈ４４～

基本構想

策定期間 策定期間

まちづくり
プラン

策定期間 策定期間 策定期間 策定期間

市長任期
（マニフェスト）

現行

（H28～
H31）

現行（H18～H32）

基本構想 １２年間（Ｈ３２～Ｈ４３）

まちづくりプラン【前期】

４年間（Ｈ３２～Ｈ３５）
まちづくりプラン【中期】

４年間（Ｈ３６～Ｈ３９）

まちづくりプラン【後期】

４年間（Ｈ４０～Ｈ４３）

４年間 ４年間 ４年間

ﾏﾆﾌｪｽﾄ ﾏﾆﾌｪｽﾄ ﾏﾆﾌｪｽﾄ ﾏﾆﾌｪｽﾄ

４年間

（重点プロジェクト＋分野別取組）

市長マニフェスト
を反映
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２．総合計画の策定方針

総合計画は市の最上位計画であるため、個別の行政分野の計画は、
総合計画との整合を図るとともに、それを補完する役割を担う

３．個別計画との関係

効果的な手法による進行管理の実施

客観的な評価・検証のできる指標（数値目標）の設定

既存の行政管理システムの活用など

５．計画の進行管理
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国や府の関連する計画※と整合を図るように総合計画を策定

４．国や府の計画との関係

※例えば、国土利用計画や明日の京都（府政運営の指針）など、
市の総合計画に関係する広域的な計画



２．総合計画の策定方針

総合計画の定義、議会の議決の明文化及びその対象を定める京田
辺市総合計画条例を制定

議決対象は、まちづくりの基本的な理念や方向性、目標を示す基
本構想

６．計画策定根拠の条例化
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改正前の地方自治法で規定されていた以下の３点を規定
① 基本構想の議会の議決･･････････（第７条）
② 基本構想の策定義務････････････（第３条）
③ 基本構想に即した行政運営･･････（第４条）

総合計画の必要性や位置付けなどを明確化（第１条・第５条）

既存の「京田辺市総合計画審議会設置条例」を取り込み、一
体的に条例を整理（第８条・附則）

【条例の概要】



２．総合計画の策定方針
７．計画策定の体制

市 長

総合計画審議会

庁内体制
市議会

市 民

経 営 会 議

策定検討会議

市民アンケート

意見把握

【事務局：企画政策部】

委員参画

情報提供

協議・報告

市民満足度調査

パブリックコメント

広報紙

ホームページ

その他

市民や団体の参画

各課

委員参画

提案

議決

諮
問

答
申

情報提供

大学連携

ｅモニター

（たなモニ）

京田辺市総合計画条例に基づく審議会を設置
計画策定に係る事項について調査・審議
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経営会議等の既存の会議体に加え、部局横断的な検討
組織の設置、職員研修を通じた策定過程への職員参加
全庁的な体制での総合計画策定



３．総合計画の構成
１．基本構想

条例との関連をわかりやすくする
章立てをやめ、項目や見出しを減らす（順序替え、項目
整理）

総合計画条例に基づく構成内容とする（理念、方向性・目標）

基本構想は、まちの振興発展の将来図や、これを達成するために
必要な施策の大綱を定めるものとする（基本構想の策定要領(昭
和44年 国通知)）

現行計画は上記の内容を踏まえているため、大きく変えず、市民
にとってわかりやすく、見やすく整理する

【考え方】

【変更点】
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２．基本構想（現行計画と新計画の比較、条例との関係）

総論

第３次総合計画 第４次総合計画

基本構想

基本計画

第1章 京田辺市が目指す都市像

１．都市像

２．基本方向

３．まちづくりの視点

第２章 都市フレーム

１．将来人口

２．土地利用構想
３．地域別のまちづくりの方向

第３章 施策大綱
１．〇〇〇〇〇〇
２．〇〇〇〇〇〇～

総論

基本構想

まちづくりプラン

1．目指すまちの姿

３．将来都市構造

４．目指すまちの実現に向けて

１．重点プロジェクト
２．分野別取組

【条例】

２．将来人口

（１）基本姿勢

（２）基本方向

（１）理念（市民憲章）

（２）都市像

基本的な
理念

施策展開
の基本的
な方向
性・目標

３．総合計画の構成
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まちづくりプラン
１．重点プロジェクト
２．分野別取組実施計画



３．総合計画の構成
【基本構想のイメージ】
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まちづくりの理念として市民憲章を
制定していることを記載。

今後１２年間で目指す都
市像について記載。

別途、作業を進めている将来人
口推計結果を記載。



３．総合計画の構成
【基本構想のイメージ】
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土地利用ゾーン、地域生活圏の方向
について記載。



３．総合計画の構成
【基本構想のイメージ】
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市民・事業者・地域・行政の果たす
べき役割を明確に示し、行政と民間
との連携を強化するなど、協働によ
りめざすまちの実現に向けて取り組
んでいくを記載。

施策の柱ごとに、どのようなまちを
目指すのか、その方向性を記載。



３．総合計画の構成
３．まちづくりプラン（重点プロジェクト）

評価指標の設定
事業名、事業概要、担当課の記載
見開き２ページとする
イラストや写真の追加
プロジェクトの内容に応じ、市民・地域・事業者に期待すること
（又は市民・地域・事業者ができること）を記載

現行計画の考え方を踏襲する形とする（市長公約に基づき、施策
分野を横断し、重点的に取り組むプロジェクト）

現行計画から厚みを持たせ、より明確化し、網羅的な分野別計画
とのメリハリをつける

実効性をより確保する（進捗管理と評価、各課責任の明確化）

市民にとってわかりやすく、見やすく、アピールする

【考え方】

【変更点】
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３．総合計画の構成
【まちづくりプラン（重点プロジェクト）のイメージ】
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見開きで見ることができるよ
うにレイアウトを作成。



３．総合計画の構成
４．まちづくりプラン（分野別計画）

現状と課題、基本方針を箇条書き
指標を削除
各施策は、施策名とその概要を記載し、主要事業は事業名の
みとする（重点プロジェクト該当事業がわかるように明示）

総合計画条例に基づく構成内容とする（施策体系、施策実現の主
要な事業）

重点プロジェクトとのメリハリをつけるため、現行計画を簡素化

現行計画では施策分野ごとに指標を設定し、施策・事業の進捗管
理と評価を行うこととしているが、次期計画では指標設定を行わ
ず、進捗管理と評価は、既に行っている分野別個別計画や組織目
標管理、事務事業評価において対応する形に整理

【考え方】

【変更点】
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３．総合計画の構成
【まちづくりプラン（分野別計画）のイメージ】
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各施策は、施策名とその概要を記
載し、主要事業は事業名のみとす
る（重点プロジェクト該当事業が
わかるように明示）。



４．総合計画の策定スケジュール

Ｈ３０年 H３１年

３月 ９月

Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度～

〈次期〉

まちづくりプラン策定

〈現行〉基本構想（１５年間）

〈次期〉

基本構想策定

市長選挙

（マニフェスト）

基礎調査

など

〈現行〉まちづくりプラン（４年間）

策定方針

策定準備

など

根拠

条例

制定

基本

構想

議決

総合計画審議会

第４次

京田辺市総合計画

●基本構想

１２年間（Ｈ３２～Ｈ４３）

●まちづくりプラン【前期】

４年間（Ｈ３２～Ｈ３５）
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総合計画審議会・庁内検討会議


